
 
 
 

 

                                令和４年４月１１日 

                                四国地方整備局 

 

災害時の事業継続力認定申込の受付を開始します 
（令和４年度第１回） 

～建設会社の「災害時の基礎的な事業継続力」を認定します～ 

 

 四国建設業ＢＣＰ等審査会は、建設会社における災害時の事業継続力

の認定申込受付を５月１０日から開始します。 
 
 ○「災害時の事業継続力認定審査要領 令和４年度第１回認定 
               （令和４年５月申込用）」の受け取り方法 
     四国地方整備局ホームページから取得出来ます。 
    （ホームページアドレス http://www.skr.mlit.go.jp/bosai/bcp/index.html） 
  

○認定申込受付期間 
     令和４年５月１０日 から 令和４年５月２５日 まで 
     【郵送のみ受付（５月２５日消印まで有効）】 
  

○認定対象となる建設会社 
      四国地方整備局における令和３・４年度一般競争参加資格のうち、 

「一般土木工事」の「Ｃ等級」に認定されている四国内に本社を 
有する建設会社。 

      ただし、現在は「Ｃ等級」でないが、現に「災害時の基礎的な事業 
     継続力を備えている建設会社」として認定証の交付を受けている建設 
     会社、若しくは、過去に申込をした実績がある建設会社については、 
     認定審査の対象とします。 
 
 ○認定申込先 
     四国建設業ＢＣＰ等審査会事務局 
       国土交通省 四国地方整備局 
       四国技術事務所 四国建設業ＢＣＰ等審査会事務局 
             住所：〒761-0121 高松市牟礼町牟礼１５４５ 
 
 ○申込方法 
     申込先に申込書類一式のＰＤＦデータ（CD、DVD）を郵送してください。
  
 ○面接審査 
     面接審査は原則Ｗｅｂ方式で実施します。 
 

※なお、今回の審査は、コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、認定 
時期を遅らせるなどの対応を行う可能性があります。 

 
  この施策は、四国圏広域地方計画「No1 南海トラフ地震を始めとする大規模自然災害等への「支国」 

防災力向上プロジェクト」及び「四国地震防災基本戦略」の取り組みに該当します。 
 

【問い合わせ先】 
 四国建設業ＢＣＰ等審査会（事務局：国土交通省 四国地方整備局 防災室） 
      防災室長  桝田 雄樹（内線 2151） 
     ○ 建設専門官 桑内 孝浩（内線 2152） 
     ＴＥＬ（０８７）８１１－８３１０（直通）（○：主な問い合わせ先）



２．現在までの認定状況

「災害時の事業継続力認定」

今後のスケジュールと現在までの認定状況

１．今後のスケジュール （令和４年度第１回認定作業に向けて）

令和４年５月１０日 ～ ５月２５日 申込受付（郵送のみ）

令和４年５月 ～ 令和４年９月（予定） 審査期間

令和４年９月中（予定） ＢＣＰ等審査会を開催し、認定会社を発表
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